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措置日 業　　者　　名 所　在　地 入 札 参 加 資 格 停 止 理 由 備　　考

令和8年1月22日 日本交通技術㈱ 東京都台東区 令和8年1月23日

～令和8年7月22日

令和8年1月22日 ㈱トーニチコンサルタント 東京都渋谷区 令和8年1月23日

～令和8年4月22日

令和8年1月22日 大日コンサルタント㈱ 岐阜県岐阜市 令和8年1月23日

～令和8年4月22日

○ 一覧表に掲載する入札参加資格停止の措置は本市が定める｢橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準｣に基づき行うものです。

橋本市建設工事等入札参加資格停止業者一覧表
入 札 参 加 資 格 停 止 期 間

6カ月

特定地方公共団体等が発注する特定跨線
橋点検等業務の入札において、他の事業者
と共同し、受注予定者が受注できるように協
力する旨の合意をしていた。
　このことが、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律（昭和22年法律第54
条）第３条（不当な取引制限の禁止）の規定
に違反するとして、令和７年１２月１９日に公
正取引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けたため。

3カ月

　特定地方公共団体等が発注する特定跨線
橋点検等業務の入札において、他の事業者
と共同し、受注予定者が受注できるように協
力する旨の合意をしていた。
　このことが、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律（昭和22年法律第54
条）第３条（不当な取引制限の禁止）の規定
に違反するとして、令和７年１２月１９日に公
正取引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けたため。
　なお、課徴金減免制度の適用事業者に該
当するため、入札参加資格の停止期間は１
／２を乗じたものとする。

3カ月

特定地方公共団体等が発注する特定跨線
橋点検等業務の入札において、他の事業者
と共同し、受注予定者が受注できるように協
力する旨の合意をしていた。
　このことが、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律（昭和22年法律第54
条）第３条（不当な取引制限の禁止）の規定
に違反するとして、令和７年１２月１９日に公
正取引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けたため。
　なお、課徴金減免制度の適用事業者に該
当するため、入札参加資格の停止期間は１
／２を乗じたものとする。


